
上場有価証券等書面（外国金融商品市場を含む） 

（この書面は、金融商品取引法第 37条の 3の規定によりお渡しする書面です。） 

この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券（以下「上場有価証券

等」といいます。）の売買等（※１）を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されてい

ます。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 

手数料等諸費用について 

上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「二 

浪証券の手数料一覧」に記載の売買手数料をいただきます。 

外国証券の外国取引にあたっては、売買手数料として約定代金の 1.32％（税込）をい

ただきます。（売買手数料には、現地の公租公課その他の賦課金等を含みます。） 

・外国証券の売買、償還等にあたり、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為

替レートを採用します。 

・円貨と外貨を交換する際には 1 米ドルあたり 50 銭、1 香港ドルあたり 15 銭の為替

手数料とします。 

・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購

入対価のみをお支払いただきます。 

上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて 

・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、

商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券

等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等

（以下「裏付け資産」（※2）といいます。）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証

券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 

・ 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合

や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、

上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 

・ 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される

（できる）旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価

額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の

価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回るこ

とによって損失が生じるおそれがあります。 

・ 上場有価証券等のうち、新興市場の上場有価証券等は、他の上場有価証券等と比べて

収益基盤が確立されていなかったり、財務体質が脆弱である場合があります。また企

業規模が小さく、流通する株式数が少ないため、お客様が希望するタイミングでの売

買が困難となる場合もあります。 

・ 上場有価証券等のうち、外貨建ての場合、もしくは外貨建てではない場合であっても

裏付け資産が為替の影響を受ける場合において、為替が変動することによって損失が

生じるおそれがあります。 

・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行

使できる期間に制限がありますのでご留意ください。 

・ お客様の注文は最適な条件で発注いたしますが、結果として不利益を被る場合がござ



います。 

・ 外国証券については、国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出

しが行われた場合等を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われてお

りませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意ください。 

上場有価証券等のお取引はクーリング・オフの対象になりません 

・ 上場有価証券等のお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の６の規定の適用はあ

りません。 

上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要 

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 

・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 

・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 

・ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 

・ 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 

・ 上場有価証券等の売出し 

上場有価証券等に関する租税の概要 

個人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・ 上場有価証券等の譲渡による所得は、原則として株式等の譲渡所得となります。なお、確定申告するこ

とにより、他の株式等の譲渡損益との損益通算が可能となります。また、その年に控除しきれない損失

については、翌年以降 3 年間にわたり、確定申告することで繰越控除制度の対象とすることができま

す。 

・ 上場有価証券等の配当による所得は、原則として、配当所得となります。 

・ お客様の納税手続きを簡易にするための特定口座という制度がご利用できます。 

上記はあくまでも租税の概要であり制度の変更やお客様の資産及び所得の内容もしくは配偶者の所得

の内容次第では、取扱いが異なる場合や不利となる場合もありますので十分ご注意ください。詳細につ

いては必ず税務署や税理士等の専門家に確認した上でご判断ください。 

※１ 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カ

バードワラント等、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信

用取引及び発行日取引は含まれません。 

※2 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その

最終的な裏付け資産を含みます。 

※ 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含み

ます。 

当社の概要 
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